
— 36 —̶ 32 ̶

化学薬品の安全な使い方

教員

万一、事故が発生した場合、

かつ

下
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とること。
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一般的には、
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および
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̶ 47 ̶

̶ 47 ̶

注）最大量については、環境安全管理センターサイトの安全活動・安全管理 >消防法・危険物関連の「危険物の貯蔵・

　　保管について」を参照。
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ジブチルエーテル
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第 1石油類

アルコール類
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　小金井地区管理責任者　殿

　学科名又は専攻名

令和
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　小金井地区管理責任者

　学科名又は専攻名

令和
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➴᭯ᐐ㔘ᒌ䜘ྱ䜆Ề⁈ᾦ䝿䜳䝱䝤㓗ᗣᾦ䝿
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62 

その他
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63 
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䚭䚭㻃䜽䜳䝭䝔ᗣᾦ

㻸㻃㻃䜽䜳䝭䝔ᗣᾦ

Ἰ䟻ᗀཾ䛴ᑍ⏕䝡䝮䝃䝷䜳䛱ථれ䜑䛙䛮。䜽䜳䝭䝔ᗣᾦ䛵ᅂሔᡜ䛭ᴏ⩽䛒ᑍ⏕䝡䝮䝃䝷䜳䛱ྺᘤ䝟䞀䜽䜘ᕣし㎰䜅䚮ኬ

䝃䝷䜳䛱⛛し᭨䛎䜑䛥䜇䚮㏳ᖏ䛴䝡䝮䝃䝷䜳䛭䛵ᅂฝᮮない。

Ἰ䟻ᙁ㓗䝿ᙁ䜦䝯䜯䝮䛒ྱ䜄れ䜑ሔྙ䛵䚮๑䛱㼓㻫䜘ῼᏽし䛬䚮ᅂ䛱▩ら䛡䜑䛙䛮。

䚭䟺ᙁ㓗䝿ᙁ䜦䝯䜯䝮䛒ྱ䜄れ䜑䛮䚮ኬ䝃䝷䜳හ䛭Ꮥཬᚺ䛒㉫䛙䜑ྊ⬗ᛮ䛒䛈䜑。䟻
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䚭䚭㻃䜽䜳䝭䝔ᗣᾦ

㻸㻃㻃䜽䜳䝭䝔ᗣᾦ

Ἰ䟻ᗀཾ䛴ᑍ⏕䝡䝮䝃䝷䜳䛱ථれ䜑䛙䛮。䜽䜳䝭䝔ᗣᾦ䛵ᅂሔᡜ䛭ᴏ⩽䛒ᑍ⏕䝡䝮䝃䝷䜳䛱ྺᘤ䝟䞀䜽䜘ᕣし㎰䜅䚮ኬ

䝃䝷䜳䛱⛛し᭨䛎䜑䛥䜇䚮㏳ᖏ䛴䝡䝮䝃䝷䜳䛭䛵ᅂฝᮮない。

Ἰ䟻ᙁ㓗䝿ᙁ䜦䝯䜯䝮䛒ྱ䜄れ䜑ሔྙ䛵䚮๑䛱㼓㻫䜘ῼᏽし䛬䚮ᅂ䛱▩ら䛡䜑䛙䛮。

䚭䟺ᙁ㓗䝿ᙁ䜦䝯䜯䝮䛒ྱ䜄れ䜑䛮䚮ኬ䝃䝷䜳හ䛭Ꮥཬᚺ䛒㉫䛙䜑ྊ⬗ᛮ䛒䛈䜑。䟻
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64 
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ィಀ࡞┦ㄯࠋࡇࡿࡍ

10

9

䈜ణ䛧䚸䝇䜽䝷䝞ᗫᾮ䛿ᗈཱྀのᑓ⏝ᐜჾ䛻ධ䜜䜛䛣䛸

 分別貯留区分・区分記号を表示する（右例示）
学部、学科、研究室名を表示する

施設への搬入時に処理
伝票（B）を貼付け内容
を表示する

 廃液区分表による色表示をする

パッキング又は中蓋等が完全であること

ィಀ࡞┦ㄯࠋࡇࡿࡍ

10

9

䈜ణ䛧䚸䝇䜽䝷䝞ᗫᾮ䛿ᗈཱྀのᑓ⏝ᐜჾ䛻ධ䜜䜛䛣䛸
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䚷㈓␃䜢⾜䛳䛯ᗫᾮ➼䛿䚸ᣦᐃ䛥䜜䛯᪥䞉ሙᡤ䛻䚸ᗫᾮ䜢ධ䜜䛯䝫䝸䝍䞁䜽䜢ᣢཧ䛩䜛䚹ᅇの㝿䛿ᗫᾮ➼ྲྀᢅ㈐௵⪅

䛜❧䛱䛖䛣䛸䚹

䚷䝇䜽䝷䝞ᗫᾮ䛿䚸ᅇሙᡤ䛷ᴗ⪅䛜ᑓ⏝䝫䝸䝍䞁䜽䛛䜙ᗫᾮ䜢྾ᘬ䛧䛶䝍䞁䜽䜈⛣䛧䜎䛩䚹సᴗ䛜䛩䜛䜎䛷そのሙ

䛷ᚅᶵ䛧䚸ᑓ⏝䝫䝸䝍䞁䜽䜢ᣢ䛱ᖐ䜛䛣䛸䚹

䚷ᗫᾮ➼の༊ศのഛ䚸ෆᐜ≀の᫂䚸ฎ⌮⬟➼䛜ㄆ䜑䜙䜜䜛ሙྜ䛿䚸ᅇ䛜䛷䛝䛺䛔ሙྜ䛜䛒䜛の䛷ὀព䛩䜛䛣䛸䚹

スクラバ廃液は、事務担当者に研究室名とタンクの本数を申告すること。

䚷㈓␃䜢⾜䛳䛯ᗫᾮ➼䛿䚸ᣦᐃ䛥䜜䛯᪥䞉ሙᡤ䛻䚸ᗫᾮ䜢ධ䜜䛯䝫䝸䝍䞁䜽䜢ᣢཧ䛩䜛䚹ᅇの㝿䛿ᗫᾮ➼ྲྀᢅ㈐௵⪅

䛜❧䛱䛖䛣䛸䚹

䚷䝇䜽䝷䝞ᗫᾮ䛿䚸ᅇሙᡤ䛷ᴗ⪅䛜ᑓ⏝䝫䝸䝍䞁䜽䛛䜙ᗫᾮ䜢྾ᘬ䛧䛶䝍䞁䜽䜈⛣䛧䜎䛩䚹సᴗ䛜䛩䜛䜎䛷そのሙ

䛷ᚅᶵ䛧䚸ᑓ⏝䝫䝸䝍䞁䜽䜢ᣢ䛱ᖐ䜛䛣䛸䚹

䚷ᗫᾮ➼の༊ศのഛ䚸ෆᐜ≀の᫂䚸ฎ⌮⬟➼䛜ㄆ䜑䜙䜜䜛ሙྜ䛿䚸ᅇ䛜䛷䛝䛺䛔ሙྜ䛜䛒䜛の䛷ὀព䛩䜛䛣䛸䚹

有機リン

ヒ素

フッ素

ヨウ素消費量
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生物系実験における安全

p.121
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・紫外線(UV)照射装置は、主にエチジウムブロマイド(Ethidium bromide)染色されたDNAを検出するのに用いられる。

紫外線(UV)が直接目にはいると、涙がでたり、目がくらみ見えなくなったり、あるいは失明する恐れもある。皮膚

も露光によって日焼けしたり、火ぶくれになってしまったりすることもある。必ず防護メガネを着用し、皮膚に直接

紫外線が当たらないように注意する。

̶ 67 ̶
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周

　動物実験を行うには定められた書類を府中地区事務部総務室（内線 5070）に提出し、承認を得る必要がある。

　微生物などを用いた遺伝実験では、突然変異を誘発するのに MNNG(1-Methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine) や

EMS(Ethylmethane sulfonate)などの化学変異原を用いることがある。これらは、DNAに対して作用し、当然のことな

がら発ガン性がある。また、EB(Ethidium bromide)などDNAを染色する試薬もよく用いられるが、これらも発ガン物

質である。従って、これらを使用したり廃棄するに当たっては、教員の指導を受け、十分注意すること。

実験室・実験器具を清潔にしておく。

を払うこと。

Ⅴ　遺伝子組換え実験における注意

　遺伝子組換え実験とは、遺伝子組換え生物等の第一種使用等又は第二種使用等による実験をいう。遺伝子組換え実験

を実施する際の安全確保の基準として、文部科学省告示による「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様

性の確保に関する法律」が存在する（平成16年2月施行）。本学ではこの法律および関連法令に基づき「国立大学法人

東京農工大学遺伝子組換え生物安全管理規程」が施行されている（平成16年4月から）。本学で実施する遺伝子組換え

実験はすべて「東京農工大学特定生物安全管理小委員会」に申請し、承認を得る必要がある。下記ホームページに上記

法律および関連法令、および申請書の様式と作成方法について掲載されている。これらを熟読すること。

　関連法令　https://web.tuat.ac.jp/~kankyou/05/03_specific_organisms.shtml

　申請書様式　https://web.tuat.ac.jp/~kankyou/02/lifescience/form.htm（学内アクセス限定）

　また、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」のわかりやすい説明資

料が、文科省ホームページ内（http://www.biodic.go.jp/bch/download/law/070401law_manual_ver5.pdf）より

入手できる。本資料も必ず入手し熟読すること。
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植物

、無理の無い実験計画の基に、安
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電気を安全に取り扱うために
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区域

箇所

箇所

箇所箇所

注
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Ϩʔβʔͷ安全に͍ͭͯ
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